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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第14期

第３四半期累計期間
第13期

会計期間
自　2022年11月１日
至　2023年７月31日

自　2021年11月１日
至　2022年10月31日

売上高 （千円） 986,639 893,680

経常利益 （千円） 415,529 304,357

四半期（当期）純利益 （千円） 286,416 197,881

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － －

資本金 （千円） 1,014,323 416,323

発行済株式総数 （株） 5,776,630 477,663

純資産額 （千円） 2,497,663 1,015,247

総資産額 （千円） 2,736,543 1,151,019

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 59.64 42.75

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） 47.95 －

１株当たり配当額 （円） － －

自己資本比率 （％） 91.27 88.20

 

回次
第14期

第３四半期会計期間

会計期間
自　2023年５月１日
至　2023年７月31日

１株当たり四半期純損失（△） （円） △0.27

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．当社は、第13期第３四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、第13期第３四半期累

計期間にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有していないため記載しておりません。

４．第13期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在するものの、当社株式は非上場

であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

５．当社は、2023年７月26日付で東京証券取引所グロース市場に上場したため、第14期第３四半期累計期間の潜

在株式調整後１株当たり四半期純利益は、新規上場日から第14期第３四半期会計期間末日までの平均株価を

期中平均株価とみなして算定しております。

６．当社は、2023年４月13日開催の取締役会決議により、2023年４月29日付で普通株式１株につき10株の割合で

株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当

期）純利益を算定しております。

７．１株当たり配当額については、配当を実施していないため記載しておりません。

 

 

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 

EDINET提出書類

エコナビスタ株式会社(E38765)

四半期報告書

 2/17



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、有価証券届出書に記載した「事業等のリ

スク」についての重要な変更はありません。

 

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。なお、当社は、前第

３四半期累計期間については四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期累計期間との比較分析は行ってお

りません。

 

(1）財政状態の状況

（資産）

　当第３四半期会計期間末における資産合計は、2,736,543千円となり、前事業年度末と比較して1,585,524千円増

加（前期比137.7％増）となりました。流動資産は、前事業年度末と比較して1,555,054千円増加し、2,599,192千

円となりました。主な増減として、有償一般募集による新株式を発行したことによるもの及び、売上高増加に伴い、

現金及び預金が1,549,548千円増加したためであります。また、固定資産は、前事業年度末と比較して30,471千円

増加し、137,351千円となりました。主な増減として、未払事業税増加により繰延税金資産が3,103千円増加、また

ソフトウエア仮勘定が37,096千円増加したためであります。

（負債）

　当第３四半期会計期間末における負債合計は、238,881千円となり、前事業年度末と比較して103,109千円増加

（前期比75.9％増）となりました。主な増減として、仕入の増加に伴い買掛金が22,322千円増加したこと、四半期

純利益の増加に伴い未払法人税等が14,818千円増加したこと及び、その他に含まれる未払消費税等が43,405千円増

加したためであります。

（純資産）

　当第３四半期会計期間末における純資産合計は、2,497,663千円となり、前事業年度末と比較して1,482,416千円

増加（前期比146.0％増）となりました。これは主に有償一般募集による新株式を発行したことにより、資本金が

598,000千円、資本準備金が598,000千円増加したためであります。

 

(2）経営成績の状況

　当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化が進みつつある中、緩や

かな持ち直しが続いております。その一方で、世界的なエネルギー・食料価格の高騰や欧米各国の金融引締め等に

よる世界的な景気後退懸念など、わが国経済を取り巻く環境には厳しさが増しております。

　そのような中、当社は「今と未来を見える化し 次世代の安心を創造する」という経営理念に基づき、伴走型カ

スタマーサクセスによる顧客満足度を重視した戦略を通じ、ライフリズムナビ＋Dr.のシェア拡大による事業の成

長に取り組んでおります。

 

　これらの結果、当第３四半期累計期間の経営成績は、売上高986,639千円、営業利益422,633千円、経常利益

415,529千円、四半期純利益286,416千円となりました。

 

　また、当社はライフリズムナビ事業の単一セグメントであるため、売上高はすべて同事業より獲得しておりま

す。当社は単一セグメント事業であるためセグメント情報は記載しておりませんが、個別事業ごとの売上高は以下

の通りです。

　①　ライフリズムナビ事業

ライフリズムナビ事業は、センサー機器の販売と月額利用料（リカーリング収益）からなります。新規のお客

さまの獲得と、その後の既存のお客さまのその他のグループ施設への水平展開の増加によるセンサー機器の拡販

に加え、低いChurn Rateを維持した月額利用料の継続を見込んでおります。これらの結果、ライフリズムナビ事

業の売上高は900,802千円、内月額利用料の当事業年度における第３四半期までの累計売上高は82,597千円とな

りました。

　②　受託研究開発事業

受託研究開発事業につきましては、ビッグデータ解析技術に基づいた社会課題解決のための研究開発や一部既

存のホームコントロール案件の受託を行っておりますが、ライフリズムナビ＋HOMEの受託開発案件が増加したこ

とから、売上高は85,837千円となりました。
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(3）経営方針・経営戦略等

当第３四半期累計期間において、当社が定めている経営方針、経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第３四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありま

せん。

 

(5）研究開発活動

当第３四半期累計期間における研究開発活動の金額は、5,800千円であります。

なお、当第３四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 19,100,000

計 19,100,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2023年７月31日）

提出日現在発行数（株）
（2023年９月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 5,776,630 5,776,630
東京証券取引所

グロース市場

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

ります。なお、単元

株式数は100株であ

ります。

計 5,776,630 5,776,630 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

2023年７月25日

（注）
1,000,000 5,776,630 598,000 1,014,323 598,000 994,223

　（注）有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

発行価格　　1,300円

引受価額　　1,196円

資本組入額　　598円
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（５）【大株主の状況】

当四半期会計期間は、第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

 

（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2023年４月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

 

①【発行済株式】

    2023年７月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）  － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,776,400 47,764

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式であります。な

お、単元株式数は100株

であります。

単元未満株式 普通株式 230 － －

発行済株式総数  4,776,630 － －

総株主の議決権  － 47,764 －

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。
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２【役員の状況】

前事業年度に係る定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

（1）新任役員

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

（株）

就任

年月日

取締役 土井　一真
1991年

３月１日生

2013年１月　株式会社クレイン・コーポ

レーション（現・株式会社ス

マート・リソース）　入社

2015年５月　山田FAS株式会社（現・山

田コンサルティンググループ

株式会社）　入社

2018年５月　クレジオ・パートナーズ株

式会社　入社

2023年２月　当社取締役就任（現任）

(注) －
2023年

２月１日

（注）2023年４月13日開催の臨時株主総会終結の時から2024年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

（2）退任役員

役職名 氏名 退任年月日

取締役 豊田 雅章 2023年１月31日

取締役 伊藤 健二郎 2023年４月13日

 

（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　男性11名　女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

　なお、当四半期報告書は、第３四半期に係る最初に提出する四半期報告書であるため、前年同四半期との対比は

行っておりません。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（2023年５月１日から2023年７

月31日まで）及び第３四半期累計期間（2022年11月１日から2023年７月31日まで）に係る四半期財務諸表について、

仰星監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（2022年10月31日）
当第３四半期会計期間
（2023年７月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 704,398 2,253,945

売掛金 27,521 57,560

リース投資資産 5,648 9,597

原材料及び貯蔵品 217,907 176,728

仕掛品 54,244 60,416

前渡金 7,999 7,785

前払費用 20,684 26,414

その他 5,739 6,748

流動資産合計 1,044,138 2,599,192

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備 16,238 16,238

機械及び装置 4,345 4,345

車両運搬具 1,636 1,636

工具、器具及び備品 20,441 24,400

減価償却累計額 △16,809 △22,644

有形固定資産合計 25,851 23,975

無形固定資産   

ソフトウエア 48,064 36,086

ソフトウエア仮勘定 796 37,893

商標権 13 9

無形固定資産合計 48,873 73,988

投資その他の資産   

繰延税金資産 4,819 7,922

その他 27,338 31,466

投資その他の資産合計 32,157 39,388

固定資産合計 106,881 137,351

資産合計 1,151,019 2,736,543
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  （単位：千円）

 
前事業年度

（2022年10月31日）
当第３四半期会計期間
（2023年７月31日）

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,697 30,020

未払金 12,258 19,948

未払費用 7,018 7,534

未払法人税等 83,380 98,198

契約負債 14,711 28,931

製品保証引当金 199 35

その他 10,508 54,216

流動負債合計 135,772 238,881

負債合計 135,772 238,881

純資産の部   

株主資本   

資本金 416,323 1,014,323

資本剰余金   

資本準備金 396,223 994,223

資本剰余金合計 396,223 994,223

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 202,700 489,116

利益剰余金合計 202,700 489,116

株主資本合計 1,015,247 2,497,663

純資産合計 1,015,247 2,497,663

負債純資産合計 1,151,019 2,736,543
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

 （単位：千円）

 
当第３四半期累計期間
（自　2022年11月１日
至　2023年７月31日）

売上高 ※１ 986,639

売上原価 317,033

売上総利益 669,606

販売費及び一般管理費 246,973

営業利益 422,633

営業外収益  

受取賃料 472

受取利息 4

その他 195

営業外収益合計 670

営業外費用  

上場関連費用 7,774

営業外費用合計 7,774

経常利益 415,529

税引前四半期純利益 415,529

法人税、住民税及び事業税 132,216

法人税等調整額 △3,103

法人税等合計 129,113

四半期純利益 286,416
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定会

計基準適用指針」という。）を第１四半期会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-２項に定

める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用すること

といたしました。これによる、四半期財務諸表への影響はありません。

 

 

（四半期損益計算書関係）

※１　業績の季節的変動

　当社の業績は、介護関連の売上高について第２四半期会計期間に偏重する傾向があります。そのため、各四半期

会計期間の業績には季節的変動があります。

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費は、次のとおりであります。

 
当第３四半期累計期間
（自　2022年11月１日
至　2023年７月31日）

減価償却費 18,968千円

  

 

（株主資本等関係）

当第３四半期累計期間（自　2022年11月１日　至　2023年７月31日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後と

なるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、2023年７月26日に東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。上場にあたり、2023年７月25

日を払込期日とする公募増資による新株式1,000,000株の発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ

598,000千円増加しております。この結果、当第３四半期会計期間末において資本金が1,014,323千円、資本剰

余金が994,223千円となっております。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第３四半期累計期間（自　2022年11月１日　至　2023年７月31日）

　当社は、ライフリズムナビ事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

 
当第３四半期累計期間

（自　2022年11月１日　至　2023年７月31日）

一時点で移転される財又はサービス 894,402

一定の期間にわたり移転される財又はサービス 87,175

顧客との契約から生じる収益 981,577

その他の収益 5,061

外部顧客への売上高 986,639

（注）「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく収益です。

 

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第３四半期累計期間
（自　2022年11月１日
至　2023年７月31日）

(1)１株当たり四半期純利益 59円64銭

（算定上の基礎）  

四半期純利益（千円） 286,416

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 286,416

普通株式の期中平均株式数（株） 4,802,271

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 47円95銭

（算定上の基礎）  

四半期純利益調整額（千円） －

普通株式増加数（株） 1,170,811

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの概

要

－

　（注）１.当社は、2023年７月26日付で東京証券取引所グロース市場に上場したため、当第３四半期累計期間の潜在株

式調整後１株当たり四半期純利益は、新規上場日から当第３四半期会計期間の末日までの平均株価を期中平

均株価とみなして算定しております。

２.当社は、2023年４月29日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。期首に当該株式

分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算定しております。
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（重要な後発事象）

（第三者割当による新株の発行）

　当社は、2023年７月26日に東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、

2023年６月21日開催の取締役会においてみずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出

しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行について決議し、2023年８月23日に払込が完了

いたしました。

（１）募集方法　　　　　　　　：第三者割当（オーバーアロットメントによる売出し）

（２）発行する株式の種類及び数：普通株式　315,000株

（３）割当価額　　　　　　　　：１株につき　1,196円

（４）割当価額の総額　　　　　：376,740千円

（５）資本組入額　　　　　　　：１株につき　598円

（６）資本組入額の総額　　　　：188,370千円

（７）払込期日　　　　　　　　：2023年８月23日

（８）割当先　　　　　　　　　：みずほ証券株式会社

（９）資金の使途　　　　　　　：①人材確保費用、②ハードウェア調達費用及び③研究開発費（ハードウェ

ア・ソフトウェア）

 

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2023年９月14日

エコナビスタ株式会社

取締役会　御中

 

仰星監査法人

東京事務所

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 神山　俊一

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 三木　崇央

 

監査人の結論
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

エコナビスタ株式会社の2022年11月１日から2023年10月31日までの第14期事業年度の第３四半期会計期
間（2023年５月１日から2023年７月31日まで）及び第３四半期累計期間（2022年11月１日から2023年７
月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記につい
て四半期レビューを行った。
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、エコナビスタ株式会社の2023年７月31日現
在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じ
させる事項が全ての重要な点において認められなかった。
 
監査人の結論の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レ
ビューにおける監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当
監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 
四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して

四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作
成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視

することにある。
 
四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立

の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レ

ビューの過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他

の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我
が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されて
いないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な
不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期財
務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半
期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企
業として存続できなくなる可能性がある。
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・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸
表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事
項を含めた四半期財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事
象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レ

ビュー上の重要な発見事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を

遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
 
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。
以上

 
  
　（注）１．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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